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令和７年度事業計画 

社会福祉法人あしたば福祉会 

Ⅰ．法人の理念・基本方針 

１．法人の理念 

障がいのある人の人権が尊重され、安心して生活できるよう支えます。 

２．法人の基本方針 

 ・障がいのある人が地域で当たり前の生活を送ることができるよう「働くこ

と」と「暮らすこと」を支援するサービスの提供を図ります。 

 ・利用者主体のサービスの充実を図るよう努めます。 

 ・利用者が充実した人生を送るために、支援する職員の資質の向上を図りま

す。 

 

Ⅱ．法人の事業計画 

 令和 6 年 4 月に障害福祉サービス報酬改定が行われ、全体としてはプラスの

改定でしたが、物価高騰や人件費の増加等法人を取り巻く経営環境は今後も厳

しい状況が続くと考えられます。 

令和７年 10月から障害者総合支援法の改正によって新設された「就労選択支

援事業」が開始されます。「就労選択支援事業」は障がい者本人が就労先や働き

方についてより良い選択ができるよう就労アセスメントの手法を活用して本人

の希望や就労能力にあった選択を支援するサービスで、新たに就労継続支援 B

型を利用される方も原則就労選択支援サービスを利用することになります。こ

の事業により一定の経験や実績を有する人材から専門的な支援を受けつつ、本

人にとって適切な就労先・就労福祉サービスの選択が可能になります。就労継

続支援 B 型事業から一般就労に向けて試みる機会を持つことが積極的になされ

にくい現状にあって、就労ニーズや能力を持つ利用者にとって多様な働き方を

実現する新たな取り組みであり、一般就労に向けての方向性が進められると考

えられます。そのような状況も見据えつつ、就労支援を意識し、支援に当たる

ことが求められます。 

 障害福祉サービス事業所に対するオンラインでの集団指導においてカスタマ

ーハラスメントの指針の作成や事業所での対応が人材確保や定着のために必要

であり、職員が安心して働ける職場環境の整備への取組はサービスの質の向上

や虐待の防止に繋がると説明されています。利用者に対してより良い支援を進

めるには支援に当たる職員のメンタルヘルスに配慮することが前提であり、カ

スタマーハラスメント同様に人材育成や定着に関わる課題として適切なメンタ
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ルヘルス対策にも取り組みたいと考えます。 

障がいのある無しにかかわらず、お互いに支えあう地域共生社会の実現に向

けた関係を構築するためには、事業所や関係機関等のつながりのみならず、地

域や福祉以外の分野との連携が不可欠です。令和 7 年度も地域の方と関係を構

築しながら、障がいのある人達が地域で安心して暮らしていけるよう法人の理

念及び基本方針に沿って事業を進めてまいります。 

 

Ⅲ 法人の重点目標 

１． 安定した経営 

令和６年度の障害者福祉サービス報酬改定より算定ルールの変更があり

ましたが、物価高騰等の影響もあり、厳しい状況が予想されます。可能

な限り経費も見直しながら、事業が展開できるよう努力いたします。 

 

 ２．人権擁護・虐待防止について 

虐待防止委員会を年 2回開催し、虐待防止に努めます。また虐待防止の外

部研修や施設内研修を進め、まずは職員が利用者の人権を意識することが

重要であると考え、結果的に支援の向上を図れるよう努めます。 

 

３． 人材確保・人材育成 

人材は確保されていますが、質の向上を図るため、積極的に研修への参

加を進めます。また外部研修が難しい短時間勤務の職員に対しても施設

内研修を行い、人材育成に努めます。 

 

４． 業務継続計画（BCP）の見直し 

自然災害や感染症の発生時を想定した業務継続計画（BCP）を年に一 

度見直します。また業務継続計画に沿って研修や訓練を行います。 

 

５． 感染症対策について 

各事業所で年３回感染症対策委員会を開催し、感染症が蔓延しないよう

予防対策を講じます。 

 

６． 職員のメンタルヘルス対策について 

職員が働きやすい環境整備に努めます。ストレスチェック等を用いなが

ら、ストレスを感じて業務に携わっていないかを把握し、職員の心の健

康を守るため、法人内に相談窓口を設置するとともに、安心して相談で

きる外部の相談窓口等の周知を図ります。 
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７． 地域における関係機関及び団体との連携 

（１）鳥羽市地域自立支援協議会での連携 

     くらし・相談支援部会、しごと部会、事業所部会会等で関係機関、事

業所間の情報交換と連携を図ります。 

（２）関係団体等の連携 

     障害者互助会やボランティア連絡協議会等と行事等を通して、交流に

努めます。 

 

８． 地域公益活動への取り組み 

みえ福祉の「わ」創造事業への参画 

 

９．  地域における公益的な取り組み 

    ショートステイの低額利用、および緊急ショートステイの居室の提供 

 

Ⅳ．法人運営関係 

１．理事会の開催 

   年 3回開催します。 

２．評議員会の開催 

   年２回程度開催します。 

３．監事監査の実施 

   監事による監査を年１回開催します。 

 

Ⅴ．事業所別事業計画 

１． あしたば作業所（就労継続支援 B型事業所 定員２０名） 

（１） 事故の発生を未然に防げるよう利用者一人一人の特性にも配慮し、利

用者の安全を確保します。 

（２） 地域自立支援協議会しごと部会を通して、市内の事業所と連携し、情

報交換を行います。 

（３） 個別支援計画に基づき、職員全体が同じ視点をもち利用者支援がなさ

れるよう努めます。 

（４） 新商品の開発に積極的に取り組み、工賃アップが図れるよう努めます。 

（５） 意思決定支援の視点を持ち、利用者の意思が作業所の活動に反映でき

るよう努めます。 

（６） 行事を計画し、利用者の作業に対するモチベーションを保ち、働くこ

との意義や自信を得られるよう支援します。 
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２． 共同生活援助事業所あしたば（利用定員８名） 

（１） 新型コロナウィルス等の感染症による感染拡大を防ぐよう予防対策を

行います。 

（２）転倒のリスクを抱えた高齢の利用者に対し外出時は特に配慮し、見守

りを継続します。 

 （３）居宅介護支援事業所や介護サービス事業所と情報共有しながら、介護

サービス併用利用者を支援します。 

 （４）地域連携推進会議を年１回開催し、透明性や質の確保、地域の方との

関係づくりを構築し、地域に開かれたグループホーム運営を目指しま

す。 

（５）地域活動や地域行事へ積極的に参加できるよう支援します。 

（６）障がい者互助会の行事に参加し、交流が深まるよう支援します。 

   

３．短期入所事業所安久志ホーム(定員 1名) 

 （１）短期入所事業の利用が進められるよう相談支援事業所等に情報を提供

します。  

（２）緊急ショートステイは実費にて道芝ホームで利用できます。 

 

 

 


